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1 条例改正の概要

(1)改正理由

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者

総合支援法」という。)が改正され、新たなサービスが創設されること等に伴い、

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を整備する

必要があるのと、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準並びに

障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を見直す必要があるため。

(2)改正する条例及び主な改正の概要

改正する条例

(1 )

長崎市指定障害福祉サーピ

スの事業等の人員、設備及

び運営に関する基準等を定

める条例

ア平成 30年4月1日から新たに創設される障

害福祉サービス(指定自立生活援助事業所及び

日中サービス支援型指定共同生活援助)の事業

所の指定基準の制定

(2)

長崎市指定障害者支援施設

の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例

主な改正の概要

イ指定共同生活援助の設備に関する基準の見直

し

(3)

長崎市障害福祉サービス事

業の設備及び運営に関する

基準を定める条例

ウ指定生活介護事業者に対し、職場への定着の

ための支援の実施について、努力義務の追加

ア指定障害者支援施設が指定障害児入所施設の

指定を受け、かつ、同一の施設において一体的

に支援を提供している場合の従業員の員数及び

設備の特例に係る指定基準の廃止

(3)施行日平成30年4月1日

ア生活介護事業者に対し、職場への定着のため

の支援の実施について、努力義務の追加

1



2 主な改正内容

(1)長崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例の一部改正

ア新たに創設される指定障害福祉サービスを提供する事業所の指定基準の制疋

(ア)自立生活援助

a サービスの概要

居宅における自立した日常生活を営むために、下欄内容に記載し

ている自立生活援助において提供される援助を要し、居宅において

家族等による自立した日常生活を営む上での支援が見込めない状況

にある障害者。

(居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合で

あっても当該家族等が障害、疾病等のため、当該障害者の家族等によ

る居宅での支援が見込めない場合も対象。)

対象

内容

定期的及び随時の通報により利用者の居宅を訪問し、食事δ拓霍'

掃除などの状況、公共料金や家賃の滞納がないか、体調の変化,通院

などの状況、地域住民との関係などについて確認を行い、必要な助言

や医療機関との連絡調整等について支援するもの

b 指定基準の概要

(日)基本方針[条例案第 194条の2]

利用者が地域において自立した生活を営むことができるよう、定期的な巡回

及び随時の通報を受けて行う訪問、利用者からの相談対応等により、利用者の

状況を把握し、必要な支援が関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の状

況、おかれている環境に応じて、適切かっ効果的に行われるものでなけれぱな

らない。

(b)人員に関する基準[条例案第 194条の3~条例案第 194条の4]

事業所に置くべき従業者(地域生活支援員、サービス管理責任者)及びその

員数等について規定する。

(0)設備に関する基準[条例案第194条の5]

事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定自立生活援助の

提供に必要な設備及び備品等を備えなけれぱならない。
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(d)運営に関する基準[条例案第194条の6~条例案第 194条の 12]

①実施主体

指定障害福祉サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動

援護、宿泊型自立訓練、共同生活援助の事業を行う者に限る。)、指定障害者

支援施設又は指定相談支援事業者でなけれぱならない。

②定期的な訪問による支援

おおむね週に1回以上、利用者の居宅を訪問することにより、利用者の心

身の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談等必要な援

助を行わなけれぱならない。

③随時の通報による支援等

利用者の心身の状況及び障害の特性に応じ、適切な方法により、当該利用

者との常時の連絡体制を確保し、利用者からの通報があった場合には、速や

かに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握及び必要な措置等を行わ

なけれぱならない。

(イ)日中サービス支援型指定共同生活援助恨死存サービスの一類型)

a サービスの概要

対象 重度の障害者等

内容

常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家

庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した生活を営むことが

できるよう、利用者の身体及び精神の状況等に応じて、共同生活住居

において相談、入浴、排せつ又は食事の介護等を行うもの

b 指定基準の概要

(a)基本方針[条例案第201条の2~条例案第201条の田

常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環

境及ぴ地域住民との交流の下で自立した生活を営むことができるよう、利用者

の身体及ぴ精神の状況等に応じて、共同生活住居において相談、入浴、排せつ

又は食事の介護等を、適切かつ効果的に行うものでなけれぱならない。

(b)人員に関する基準[条例案第201 条の4~条例案第201 条の5]

事業所に置くべき従業者(世話人、生活支援員、サービス管理責任者)及び
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その員数等について規定する。

(C)設備に関する基準[条例案第・201条の田

①共同生活住居の立地(長崎市独自基準)

0住宅地又は住宅地と同程度に利用

者の家族や地域住民との交流の機

会が確保される地域にあること。

0入所施設又は病院の敷地外にある

こと。

国の基準

※上の2点を満たすものでなけれぱ

ならない。

0住宅地又は住宅地と同程度に利用

者の家族や地域住民との交流の機

会が確保される地域にあること。

0入所施設又は病院の敷地外にある

こと。

※独自基準は下線部分

【独自基準制定の理由】

現在、市内の共同生活住居の定員は利用者数に対して不足している状況で

あり、身近な場所での支援という障害者総合支援法の理念を実現させるため

にも、共同生活住居の整備を進める必要がある。

そこで、国の基準を原則としっつ、建物の転用等による入所施設又は病院

と同敷地内での共同生活住居の整備を可能(ただし入所施設又は病院とは独

立した建物)とし、土地等の有効利用(敷地内の建物の転用等)による共同

生活住居の整備を促進したいため。

市の基準案

※原則、上の2点を満たすものでなけ

れぱならないが、市長が特に必要が

あると認めるときは、入所施設又は

病院の敷地内にある独立した建物

とすることができる。

②共同生活住居の入居定員及びユニット数の基準にっいて規定する。

(d)運営に関する基準[条例案第201 条の7~条例案第201条の 11]

①実施主体

日中サービス支援型指定共同生活援助と同時に指定短期入所(併設型又は

単独型に限る。)を行うものとする。

②介護及び家事等

常時1人以上の従業者を介護又は家事等に従事させなけれぱならない。
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③協議の場の設置等

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、地方公共団体が設置する

協議会等に対して、定期的に事業の実施状況等を報告し、協議会等による評

価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けな

けれぱならない。

イ指定共同生活援助の設備に関する基準の見直し(長崎市独自基準)

0住宅地又は住宅地と同

程度に利用者の家族や

地域住民との交流の機

会が確保される地域に

あること。

0入所施設又は病院の敷

地外にあること。

国の基準 市の基準(現行)

0住宅地又は住宅地と同

程度に利用者の家族や

地域住民との交流の機

会が確保される地域に

あること。

0入所施設又は病院とは

※上の2点を満たすもの

でなけれぱならない。

市の基準案(見直し1却

独立した建物とするこ

0住宅地又は住宅地と同

程度に利用者の家族や

地域住民との交流の機

会が確保される地域に

あること。

0入所施設又は病院の敷

地外にあること。

と。

※独自基準は下線部分

【独自基準制定の理由】

ア(イ) b (0)②において長崎市の独自基準を設置するにあたり、「指定共

同生活援助」の設備に関する基準(現行基準は長崎市独自基準)も同様に見直し

たいため。

※上の2点を満たすもの

でなけれぱならない。

ウ 指定生活介護事業者に対する努力義務の追加[条例案第87条の幻

職場への定着のための支援として、指定生活介護事業者が提供する指定生活介

※原則、上の2点を満た

すものでなけれぱならな

いが、市長力誹寺に必要が

あると認めるときは、入

所施設又は病院の敷地内

にある独立した建物とす

ることができる。
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護恨死存の障害福祉サービス)を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者

にっいて、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、当該障害者

が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなけれ

ぱならない基準を追加する。

(2)長崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部改正

ア特例による指定基準の廃.止.[条例第6条及び第10条]

指定障害者支援施設(障害者総合支援法)が指定障害児入所施設等(児童福祉

法)の指定を受け、かっ、施設障害福祉サービスと指定入所支援とを同一の施設

において一体的に支援を提供している場合、指定障害児入所施設の従業員の員数

及び設備の基準を満たすことをもって、指定障害者支援施設の基準を満たしてい

るとみなす特例を廃止する。なお、 3年間の経過措置を設ける。

長崎市障害福祉サービス事業の設備及ぴ運営に関する基準を定める条例の一部(3)

改正

ア生活介護事業者に対する努力義務の追加[条例案第44条の2]

職場への定着のための支援として、生活介護事業者が提供する生活介護根死存

の障害福祉サービス)を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者にっいて、

障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した

日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなけれぱならない

基準を追加する。
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3 新旧対照表

従うべき基準
必ず適合しなけれぱな

らない基準

参酌すべき基準

法的効果

a)長崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

(平成25年長崎市条例第4号)

^^^

十分に参照しなけれぱ

ならない基準

(定義)

第2条この条例における用語の意義は、次

項に定めるもののほか、法の定めるところ

による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

①・(2)(略)

③支給決定障害者等法第5条第21項に

人員に関する基準

条例(現行)

基準の例

「従うべき基準」及び「標準」以外の

基準

.

規定する支給決定障害者等をいう。

(4)~a5)(略)

a6)多機能型第79条に規定する指定生

活介護の事業、第142条に規定する指定自

立訓練(機能訓練)の事業、第152条に規

定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、

第162条に規定する指定就労移行支援の事

業、第173条に規定する指定就労継続支援

A型の事業及び第186条に規定する指定就

労継続支援B型の事業並びに長崎県指定

通所支援の事業等の人員、設備及び運営の

'

(定義)

弟2条

条例(改正案)

(略)

2 (略)
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②(略)

支給決定障害者等

規定する支給決定障害者等をいう。

(4)~(15)(略)

(16)多機能型第79条に規定する指定生

活介護の事業、第142条に規定する指定自

立訓練(機能訓練)の事業、第152条に規

定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、

第162条に規定する指定就労移行支援の事

業、第173条に規定する指定就労継続支援

A型の事業及び第1部条に規定する指定就

労継続支援B型の事業並びに長崎県指定

通所支援の事業等の人員、設備及び運営の

法第5条第23項に

"岨

三一亘

=

ΞΞ

=

ω
③



基準に関する条伊K平成24年長崎県条例第

飴号。以下「県指定通所支援基準条例」と

いう。)第5条に規定する指定児童発達支

援の事業、県指定通所支援基準条例第63条

に規定する指定医療型児童発達支援の事

業、県指定通所支援基準条例第乃条に規定

する指定放課後等デイサービスの事業及

び県指定通所支援基準条例第83条に規定

する指定保育所等訪問支援の事業のうち

2以上の事業を一体的に行うこと(県指定

通所支援基準条例に規定する事業のみを

行う場合を除く。)をいう。

条例(現行)

基準に関する条伊K平成24年長崎県条例第

舶号。以下「県指定通所支援基準条例」と

いう。)第5条に規定する指定児童発達支

援の事業、県指定通所支援基準条例第63条

に規定する指定医療型児童発達支援の事

業、県指定通所支援基準条例第73条に規定

する指定放課後等デイサービスの事業及

び県指定通所支援基準条例第83条に規定

する指定保育所等訪問支援の事業のうち

2以上の事業を一体的に行うこと(県指定

通所支援基準条例に規定する事業のみを

行う場合を除く。)をいう。

(指定障害福祉サービス事業者の一般原則)

第3条指定障害福祉サービス事業者(第3

章、第4章及び第7章から第13章までに掲

条例(改正案)

げる事業を行うものに限る。)は、利用者

の意向、適性、障害の特性その他の事情を

踏まえた計画(以下「個別支援計画」とい

う。)を作成し、これに基づき利用者に対

して指定障害福祉サービスを提供すると

ともに、その効果について継続的な評価を

実施することその他の措置を講ずること

により利用者に対して適切かつ効果的に

指定障害福祉サービスを提供しなけれぱ

ならない。

(略)

(指定障害福祉サーピス事業者の一般原則)

第3条指定障害福祉サービス事業者(第3

章、第4章及び第8章から第14章までに掲

2 ・ 3

げる事業を行うものに限る。)は、利用者

の意向、適性、障害の特性その他の事情を

踏まえた計画(以下「個別支援計画」とい

う。)を作成し、これに基づき利用者に対

して指定障害福祉サービスを提供すると

ともに、その効果について継続的な評価を

実施することその他の措置を講ずること

により利用者に対して適切かつ効果的に

指定障害福祉サービスを提供しなけれぱ

ならない。

(略)

第4条(略)

第2章居宅介護、重度訪問介護、同

行援護及び行動援護

8

2 ・ 3

第4条(略)

第2章居宅介護、重度訪問介護、同

行援護及び行動援護



第1節

第5条

(略)

(略)

条例(現行)

第2節人員に関する基準

1 7(従業者の員数ぢ゛ミ1."1'_、, t'."'・"'、●ご"'!,ー'・・
第6条金指定居宅介護の事業を行う者,.(以下
・、この章ζ第を01条の'2並びに第20i条の10第

"'、..冒'1!1丁゛,',電゛、J "J'.゛・,"..

乞項及ひ第盆垣修おいで「指是居宅努護事
'丁.""喜一'

業者」,という。.》が当該事業を行う事業所
1τ '...:.■^

(以下この章において「指定居宅介護事業
ご.Ξ"、,、:.'."

'
■

所」1というゞ)ごとに置くべき従業者(指

定居,宅介護の提供に当たる者として厚生
,'. L鬼

労働大臣が定めるものをいう。以下ごの条
A

及ぴ第4節において同じ。)の員数は、常
^

勤換算方法:てfゞ.2..5以上とする。
、.、

1"'
.. L ,^■●電

2 、.3"・、j(略)1、・""ミ.、・,

第7条~第44条(略)

第5節基準該当障害福祉サービス

に関する基準

定

'患叢長避達

第45条~第袷条略

第1節

第5条

の

.'1U、ー{晋げ S,、、、、ー.J、" i遷:凡、Lキ、,

'.窟゛
事業F リ'以'Ff

.ー.゛゛J 'ー'酬、/ r.、

之項及び第4頂仁お'い'で「指定居宅介護事
業者」という6)が当該事業を行う事業所

(以.下この章において「指定居宅介護事業

所」という。)ごとに置くべき従業者.'(指

定居宅介護の提供に当たる者として厚生
1 ・

労働大臣が定めるものをいう。以下.この条

及び第4節において同じ。)の員数は、常

勤換算方法で、2.5以上とする。

'2 ・ 3 "く略)

第7条~第44条(略)

'.,゛.;乳,,,,阜'・:!・

第4章生活介護 第4章生活介護

第79条 第79条

介護

7烹堤握咳ゑ1..,

(略)

9

J'..,.'ー'..' J Y ,.'

',ゞ・.、1^i碓二司宰■す孟1弓1
ー".'、,..." W ...'. J 一闇貞『、

条例(改正案)

第5節基準該当障害福祉サービス

に関する基準

(略)

(略)

第2節人員に関する基準

鸞・'.オ

(略)

第45条~第78条略

「く従業者の員数)少、'ー、.1 ',・_",・,.、.ーニ;・、j
第6条.1,指定居宅介護の事業を行う・者,く以下1
レこの章、第2m条の12並びに第⑳1条の20第

者の員,0

;
ー
.
"
^
三
゛
"
、
,
.
1
忙
・
.
"
^
'
と
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冒
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の
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業者の区分に応じ、当該各号に定める員数

の従業者を,置かなけれぱならない。

1(1)(略)

(略)

条例(現行)

(2)看護職員,(保健師又.は看護師若しくは

准看護師をいう6・以下この章、,第8章'、第
二

9、章及び第16章1,二おいて同じ。.)、'理学療
IJ '

法士又ば作業療法士及び生活'支援員次

のどおり'とずる。

ア~エ(略)

③(略)

2~フ(略)

第81条~第釘条(略)

(略)

上、職業生活における相談等の支援の継

続に努めなけれぱならない。

第88条~第鮖条(略)

(職場への定着のための支援の実施)

第能条~第鮖条'(略)

第5節基準該当障害福祉サービス

に関する基準

第96条

第釘条の2 指定生活介護事業者は、障害

者の職場への定着を促進するため、当該

10

第81条~第87条(略)

(1)(略)

,(2),看護職員(保健師ヌは看護師若し.く.は

条例(改正案)

指定生活介護事業者が提供する指定生活

第5節基準該当障害福祉サービス

に関する基準

准看護師をいう6t以下この章1第8章じ第
、,ξ/ .,゛

9章及び第17章においで同じ。)じ理学療

法士又は作業療法土及ぴ生活支援員次

のとおりとする。

ア~エ'(略)

(3)(略)

2~フ(略)

(棄斤設)

介護を受けて通常の事業所に新たに雇用

第96条

された障害者について、障害者就業・生

活支援センター等の関係機関と連携し

て、当該障害者が就職した日から6月以



(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

関する特例)

第97条次に掲げる要件を満たした指定小

規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密

着型サービス基準条例第船条第1項に規

定する指定小規樓多機能型居宅介護事業

者をいう。以下同じ。)又は指定看護小規

模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着

型サービス基準条例第193条第1項に規定

する指定看護小規模多機能型居宅介護事

業者をいう。以下同じ。)が地域において

生活介護が提供されていないこと等によ

り生活介護を受けることが困難な障害者

に対して指定小規模多機能型居宅介護(指

定地域密着型サービス基準条例第82条に

規定する指定小規模多機能型居宅介護を

いう。以下同じ。)又は指定看護小規模多

機能型居宅介護(指定地域密着型サービス

基準条例第192条に規定する指定看護小規

模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)

のうち通いサービス(指定地域密着型サー

ビス基準条例第83条第1項又は第193条第

1項に規定する通いサービスをいう。以下

同じ。)を提供する場合は、当該通いサー

ビスを基準該当生活介護と、当該通いサー

ビスを行う指定小規模多機能型居宅介護

事業所(指定地域密着型サービス基準条例

第83条第1項に規定する指定小規模多機

能型居宅介護事業所をいう。)又は指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地

域密着型サービス基準条例第193条第1項

条例(現行)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

関する特例)

第97条(略)

条例(改正案)

11



に規定する指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所をいう。)(以下「指定小規模

多機能型居宅介護事業所等」という。)を

基準該当生活介護事業所とみなす。この場

合において、前条の規定は、当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所等については

適用しない。

①当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所等の登録定員(当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着

型サービス基準条例第83条第1項又は第

193条第1項に規定する登録者をいう。以

下同じ。)の数とこの条の規定により基準

該当生活介護とみなされる通いサービス、

第150条の2の規定により基準該当自立訓

練(機能訓"勅とみなされる通いサービス

若しくは第160条の2の規定により基準該

当自立訓練(生活司1様東)とみなされる通い

サービス又は県指定通所支援基準条例第

62条の2の規定により基準該当児童発達

支援とみなされる通いサーピス若しくは

県指定通所支援基準条例第82条において

準用する県指定通所支援基準条例第62条

の2の規定により基準該当放課後等デイ

サービスとみなされる通いサーピスを利

用するために当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所等に登録を受けた障害者及

び障害児の数の合計数の上限をいう。以下

この条において同じ。)を29人(サテライ

ト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

(指定地域密着型サービス基準条例第鵠

条第7項に規定するサテライト型指定小

条例(現行) 条例(改正案)

①当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所等の登録定員(当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の登録者(指定地

域密着型サービス基準条例第部条第1項

又は第193条第1項に規定する登録者を

いう。以下同じ。)の数とこの条の規定

により基準該当生活介護とみなされる通

いサービス、第150条の2の規定により

基準該当自立訓練(機能訓練)とみなさ

れる通いサービス若しくは第160条の2

の規定により基準該当自立訓練(生活訓

練)とみなされる通いサービス又は県指

定通所支援基準条例第62条の2の規定に

より基準該当児童発達支援とみなされる

通いサービス若しくは県指定通所支援基

準条例第82条において準用する県指定通

所支援基準条例第62条の2の規定により

基準該当放課後等デイサービスとみなさ

れる通いサービスを利用するために当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

登録を受けた障害者及び障害児の数の合

計数の上限をいう。以下この条において

同じ。)を29人(サテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所(指定地域密

着型サービス基準条例第83条第7項に規

12



条例(現行)

規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下

同じ。)にあつては、18人)以下とするこ

と

条例(改正案)

定するサテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所をいう。以下同じ。)又

はサテライト型指定看護小規模多機能型

'

『

居宅介護事業所(指定地域密着型サーピ

'

ス基準条例第193条第8項に規定するサ

'

テライト型指定看護小規模多機能型居宅

'イ:

介護事業所をいう。以下同じ。)にあっ

'

゛

ては、 18人)以下とすること

'

'

'

゛

'

'

'

'

『

'

'

゛ '

'

'

'

';

'

f

ト

ず

'
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'
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'
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'
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' ヨ田、

条例(現行)

(3)~(5)

第98条・第99条(略)

(略)

第5章短期入所

(従業者の員数)

第和0条_」法第,5条第8項に.規定する施設が

1、指定短期入所の事業を行う事業所(以下二1
" 1デ'

の章においで、「指定短期入所事業所jとい!'

"..:

う'ン七じだ当該施設ど一体的に運営を行叉.ー'ー,"._,'"一闇..、1/'.、ノ

1、、..".,.

条例(改正案)

"号1 」

ニ、の ^

寺、ヲ訓,

施設力、日ご短,入所

黒,烹茅巳'加1,設熱、'i.一擬合

ーう、事美酢'1(以卞'の章仁おし~で、「併設事業

.,ゞ当該稲謹友U暁設事葉所や置'イ・弌・ぎ従楽1
、ii.゛、、部!,イ_{ξ;,,i'ミ、jt十、、条、i、i、、;1;h、、゛',t;'二 t,:;.:、"・ト!イ・.j!'._、了丈.帛、;':,1'J.1.:、三・ 11}1

{・}直舗当.該翌高匡葬める薮&武亙誠が太郡§
' 1で1)多、・・て略捗',t・乎゛'1{1 、・趣'、Cゞ忠弓ν,゛ゞ'工号'画、
:'邑七.・゛1゛y'メ鷲、紅、湿...,ミY、、1゛゛゛:;1MWI'太1',・1"「も;.ミ゛'蚤と!J',、'

輪威、1^■1越鰍゛^i難恐●洗1戚村蔀'瀞好・惑難曝徐鷺劃縛蕪扱子綿鱈縛
ニ.鄭秘§轟翻短談^●捗亀^鬻^欝翻

号:_、イ,・"・"・・・
'用型、日・共同生'事業'P

③~(5)

.J『J゛.■一'.゛、ーー.、..

ゞー"',.

て 自立訓

第98条・第99条(略)

'

4ゴ

る

F、tと Uで併

冬4ぎ纛暴L、踊禽

ヨ隠、

(略)

のι4 却_項1量規定

」,指定共.同'・、活.援

早1き.・・、.,_・守旨定自立三11,,.、4_.活司11
,

'烹、1煮..'当1、・嘉う県1、露、ー'ゑ当該施露翻

可

第5章短期入所

【一」

,,(従業者の員数)

第100条"(略)

',
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に掲げる指定短期入所を提供する時間

帯に応じ、当該ア又はイに定める数

条例(現行)

1アf指定短期入所と同時に第巧2条に
,・規定す:る指定自立訳練,1'(生活訓練),・

ヲ耕1,1,喜支シ.同;、活援助事条島陰t§

(省令第25条第7号に規定する宿泊

型自立訓練に係るものに限る。)、第

195条に規定する指定共同生活援助

又は第201条の2に規定する外部サ

,..、

、ヨ心ノ以二隱三の章1き

15

利用型指定共同生活援助(以下この

章において「指定自立訓練'(生活訓

練)等」とし、、うb)を提供する時問帯
聞

指定自立訓練(生活訓練)事業所等

(当該指定自立訓練(,生活訓練),事業
'、、'ノ直イ■' ¥..」..ー'

者等が設置する当該指定1,三係る指定1.、、.、.、'..'...ι.、

ービス利用型指定共同生活援助(以

下この章において「指定自立訓練(生

活訓練)等」という。.)を提供する時

間帯指定自.立訓練(生活訓練)事業

所等、.(当該指定自立訓練(生活訓練)1

事業者等が設置する当該指定に係る
.,'¥ノ■'. ■

指定自立訓練K生活訓練)事業所..(第

指定短期入所事業所として併設事業所

を設置する場合,次のア又はイに掲げ

る指定短期入所を提供する時間帯に応

じ、当該ア又はイに定める数

1ア指定短期入所と同時に第1.52条に
1 規定する指定自立訓練(生活訓練)1

(省令第25条第フ号に規定する宿泊

型自立訓練に係るものに限る。)、第

195条に規定する指定共同生活援助L

第201条の2に規定する日中サービ

条例(改正案)

ーー、

.

゛.

ξヤおL1で伺上.0 又ま外部.→1怠、ネ:ネ子羅
琴型指定共同生活.助"'業 1、イ第笈'〒壁
辧,聾翻.,,、・'"

...■ 1..冒.'、、.,」冒1 ^...〒ι
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定自立訓練(生活訓練)事業所等にお

ける生活支援員又はこれに準ずる従

業者として必要とされる数以上

条例(現行)

1ン1. i'1、1

、

'ー':

.う。以下この章において同じ。)をい

う。以下二の号及び次項第2号にお

いて同じ。)の利用者の数及ぴ併設事

業所の利用者φ数の合計数を当該指

.定自立訓練イ生活訓練)事業所等の利1
'、用者の数とみなした,場合1ごおいて゛
当該指定自立訓練く生活訓練)事業所

ゞL〕

等におけ,る生活支援員又はこれに準

ずる従業者として必要とされる数以

上

イ(略)

2 法第5条第8項に規定する施設が、その

施設の全部又は一部が利用者に利用され

ていない居室を利用しで指定短期入所の

事業を行.う場合において、当該事業を行う1
ー'_、゛;、、'..

事業所(以下この章において「空床利用型
■'■■ T巨'■冒'. ^

事業所」という')に置くべき従業者の員

2、.法第5条第"8項に規定する施設が、,その
、、.,"',

施設の全部文は一部が利用者に利用され

ていない居室を利用し.て指定短期入所の.1
■.'風

事業を行う場合において、.当該事業を行う!
,'」,'.',rj.戸゛土 1 ....,ー

戈、井旨足 r炉."時1邑手ヨ定自゛ι司1

希練k坐活訓錬ジ:.' 4第セ01'条.の乞iご規
11 '゛1,じ.飢烹・・轡ネ、支援型、指定共篇
」』゛,' L 叶

,,塑讐桜靜ゞ議添傑留奪デ^諸借祥
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条例(改正案)
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等の利用者の数及び空床利用型事業

所の利用者の数の合計数を当該指定

自立訓練(生活訓練)事業所等の利用

条例(現行)

、

当該指定自立訓練(生活訓練)事業所

等(日中サービス支援型指定共同生

条例(改正案)

'活援事業j,;Jでば指 J

,,.-1.二総1

活援助事業所を除く。以下このアに
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おし、て同じ0.)の利用者の数及び空床

'利用型事業所φ利用者の数の合計数
凡.ー.、.?.、 1.'j ,.、.i,

.1'.゛■■乱■

を当該指定自,立訓練く生活訓練)事業
".{

所等の利用者の数とみなした場合に

トおいて、当該指定自立訓練(生活訓
練).事業所等における生活支援員又

はこれに準ずる従業者として必要と

される数以上

1イ(略)
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者が当該事業を、行う事業所をいうOX以

下この章において「指定生活介護事業所
?

等」という。、),において指定短期入所の

事業を、行う場合,',.・次のア又ば.イ.に掲lt
1 ,π.、ι●""、゛゛」、甲、'ト'●、.

邑る,指定、短期汰所φ事業を行う時間帯信1
,応ぜ託当該叉又はイに定める数ぜ ..,、.■.
、^.、、..'."、

条例(現行)

"1

凹■"1、ー. J J ■■,■._"、.

1,.、

冒冒

' 1 ・ ,

ηア,'指定生活介護イ,第1'42条に規定する
.冒^

」:'

"',',、..、'.1'・:"".:
、

と

.'....

:..'才,

略

'1

_^

ゞ、、1

指定自立訓練・・'(機能訓練)、第152条
ー.■'冒.

,;

に規定する指.定自立訓練,(生活訓
.".、..、.、.,.0

練)ξ.第173条に規定する指定就労継
、.、...:,

続支援A型、、第186条に規定する指定
"1 、、

就労継続支援日型、第1妬条に規定す1

1ア

上

1

NI

"、^゛゛

コノ

支援の事業を行う者が当該事業を行う

事業所をいう。.)、(以下この章において

「指定生活介護事業所等」という。)に

指定生活介護'.第142条に規定する

指定自立訓練(機能訓練)、第152条

に規定する指定自立訓練.(生活訓.

練).、,第173条に規定する指定就労継

続支援A型、第,186条に規定する指定

就労継続支援B型、.第195条に規定ず

....ー.、

、

条例(改正案)

電
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、.゛『.

、

以

,る指是共同生活援助、,第201条の 2'iご

'おい.工指定短期.入所の事業を行う場合
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第101条~第110条(略)

条例(現行)

第5節基準該当障害福祉サービス

に関する基準

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

関する特例)

第111条短期入所に係る基準該当障害福祉

サービス(以下この節において「基準該当

短期入所」という。)の事業を行う者が当

該事業に関して満たすべき基準は、次のと

おりとする。

第101条~第110条(略)

条例(改正案)

①指定小規模多機能型居宅介護事業者又

は指定看護小規模多機能型居宅介護事業

者であって、第97条の規定により基準該当

生活介護とみなされる通いサービス、第

150条の2の規定により基準該当自立訓練

(機能訓練)とみなされる通いサービス若

しくは第160条の2の規定により基準該当

自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサ

ービス又は県指定通所支援基準条例第62

条の2の規定により基準該当児童発達支

援とみなされる通いサーピス若しくは県

指定通所支援基準条例第82条において準

用する県指定通所支援基準条例第62条の

2の規定により基準該当放課後等デイサ

ービスとみなされる通いサービスを利用

するために当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所等に登録を受けた障害者及び

障害児に対して指定小規模多機能型居宅

介護又は指定看護小規模多機能型居宅介

第5節基準該当障害福祉サービス

に関する基準

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

関する特伊D

第111条(略)

19
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条例(現行)

董のうち宿泊サービス(指定地域密着型サ

ービス基準条例第83条第5項又は第193条

第6項に規定する宿泊サービスをいう。以

下この条において同じ。)を提供するもの

であること
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条例(現行)

(3)・(4)

第112条~第113 (略)

(略)

第7章重度障害者等包括支援

1(従業者の員数)

第114条,(略)

(略)・3

第2項のサービス提供責任者のうち、1,

人以上は、専任かつ常勤でなけれぱならな

常生活又は社会生活を営むことができる

よう、当該利用者の身体その他の状況及び

置かれている環境に応じて、当該利用者の

支援を適切に行うとともに、指定重度障害

者等包括支援の提供が漫然かつ画一的な

ものとならないよう配慮しなけれぱなら

ない。

2 ・ 3

浄
14

ι「,ー

条例(改正案)

ヨ田、

(3)・(4)

'

い。

第112条~第113 (略)

第115条~第119条

(略)

(指定重度障害者等包括支援の取扱方針)

第120条指定重度障害者等包括支援事業者

は、次条第1項に規定するサービス利用計

第7章重度障害者等包括支援

r

(従業者の員数)

鮪114条(略)

12 ・ 3 (略)

14 第2項のサービス提供責任者のうち、

人以上は、常勤でなけれぱならない。

(略)

(重度障害者等包括支援計画の作成)

画に基づき、利用者が自立した日常生活又

は社会生活を営むことができるよう、当該

利用者の身体その他の状況及び置かれて

いる環境に応じて、当該利用者の支援を適

切に行うとともに、指定重度障害者等包括

支援の提供が漫然かつ画一的なものとな

らないよう配慮しなけれぱならない。

(略)

第121条サービス提供責任者は、'利用者又

第115条~第119条

(指定重度障害者等包括支援の取扱方針)

第120条指定重度障害者等包括支援事業者

は、次条第1項に規定する重度障害者等包

2 ・ 3

21

(サーピス利用計画の作成)

(略)

(略)

第121条サービス提供責任者は、利用者又

括支援計画に基づき、利用者が自立した日



は障害児の保護者の日常生活全般の状況

及び希望等を踏まえて、週を単位として、

具体的なサーピスの内容等を記載した重

度障害者等包括支援サービス利用計画(以

条例(現行)

下この章において「サービス利用計画」と

いう。)を作成しなけれぱならない。

サーピス提供責任者は、サービス利用計

画の作成に当たっては、サービス担当者会

議(サービス提供責任者がサービス利用計

画の作成のためにサービス利用計画の原

は障害児の保護者の日常生活全般の状況

及び希望等を踏まえて、週を単位として、

具体的なサービスの内容等を記載した重

度障害者等包括支援計画を作成しなけれ

案に位置付けた障害福祉サービスの担当

者(以下この条において「担当者」という。)

条例(改正案)

を招集して行う会議をいう。)の開催、相

当者に対する照会等により担当者から専

ぱならない。

門的な見地からの意見を求めるものとす

る。

3 サービス提供責任者は、サービス利用計

22

(削る)

画を作成した際は、利用者及びその同居の

家族にその内容を説明すると'ともに、当該

サービス利用計画を交付しなけれぱなら

ない。

4 サービス提供責任者は、サービス利用計

画作成後においても、当該サービス利用計

画の実施状況の把握を行い、必要に応じて

当該サービス利用計画の変更を行うもの

とする。

5 第1項から第3項までの規定は、前項に

規定するサービス利用計画の変更につい

サービス提供責任者は、重度障害者等包

括支援計画を作成した際は、利用者及びそ

て準用する。

の同居の家族にその内容を説明するとと

もに、当該重度障害者等包括支援計画を交

第122条~第141条(略)

付しなけれぱならない。

3 サービス提供責任者は、重度障害者等包

括支援計画作成後においても、当該重度障

害者等包括支援計画の実施状況の把握を

行い、必要に応じて当該重度障害者等包括

支援計画の変更を行うものとする。

第1項及び第2項の規定は、前項に規定

する重度障害者等包括支援計画の変更に

ついて準用する。

第122条~第141条(略)

2
-

2
-

4
-



条例(現行)

第8章自立訓練(機能司1係東)

第142条自立訓練(機能訓練)(省令第6

条の6第1号に規定する自立訓練(機能訓

練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害

福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能

訓練)」という。)の事業は、利用者が自

立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、省令第6条の7第1号に規

定する者に対して、省令第6条の6第1号

に規定する期間にわたり、身体機能又は生

活能力の維持、向上等のために必要な訓練

その他の便宜を適切かつ効果的に行うも

のでなけれぱならない。

条例(改正案)

第8章自立訓練(機能司1絲東)

第142条自立訓練(機能訓練)(省令第6

条の6第1号に規定する自立訓練(機能訓

練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害

福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能

訓練)」という。)の事業は、利用者が自

立しだ日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、省令第6条の6第1号に規

定する期間にわたり、身体機能又は生活能

力の維持、向上等のために必要な訓練その

他の便宜を適切かつ効果的に行うもので

なけれぱならない。

第143条~第149条(略)

(準用)

第149条第10条から第21条まで、第23条、

第24条、第29条、第37条から第42条ま

で、第43条の2、第59条から第62条ま

で、第朋条、第70条から第72条まで、第

75条から第刀条まで及び第能条から第叫

条までの規定は、指定自立訓練(機能訓

練)の事業について準用する。この場合

において、第10条第 1項中「第32条」'と

あるのは「第149条において準用する第91

条」と、第21条第2項中「次条第1項」

とあるのは「第146条第1項」と、第24条

第2項中「第22条第2項」とあるのは

「第146条第2項」と、第聡条第1項中

J

第143条~第149条(略)

(準用)

第149条第10条から第21条まで、第23条、

第24条、第29条、第37条から第42条ま

で、第43条の2、第59条から第62条ま

で、第飴条、第70条から第72条まで、第

乃条から第刀条まで及ぴ第釘条の2から

第94条までの規定は、指定自立訓練(機

能訓練)の事業について準用する。この

場合において、第10条第1項中「第32

条」とあるのは「第149条において準用す

る第91条」と、第21条第2項中「次条第

1項」とあるのは「第146条第1項」と、

第24条第2項中「第22条第2項」とある

のは「第146条第2項」と、第59条第 1項

23



「次条第1項」とあるのは「第149条にお

いて準用する次条第1工動と、「療養介護

計画」とあるのは「自立訓練(機能訓

練)計画」と、第60条中「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)

計画」と、同条第8項中「6月」とある

のは「3月」と、第61条中「前条」とあ

るのは「第149条において準用する前条」

と、第刀条第2項第1号中「第60条第1

項」とあるのは「第149条において準用す

る第60条第1項』と、「療養介護計画」と

あるのは「・自立訓練(機能訓ホ勅計画」

と、同項第2号中「第弱条第1項」とあ

るのは r第149条において準用する第20条

第1項」と、同項第3号中「第釘条」と

あるのは「第149条において準用する第90

条」と、同項第4号中「第乃条第2項」

とあるのは「第149条において準用する第

75条第2項」と、同項第5号及び第6号

中「次条」とあるのは「第149条」と、第

91条中「第94条」とあるのは「第149条に

おいて準用する第叫条」と、第94条中

「前条」とあるのは「第149条において準

用する前条」とする。

条例(現行)

中「次条第1項」とあるのは「第149条に

おいて準用する次条第1項」と、「療養介

護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓

練)計画」と、第60条中「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)

計画」と、同条第8項中「6月」とある

のは「3月」と、第61条中「前条」とあ

るのは「第149条において準用する前条」

と、第刀条第2項第1号中「第60条第1

項」とあるのは「第149条において準用す

る第60条第リ動と、「療養介護計画」と

あるのは「自立訓練(機能訓§勅計画」

と、同項第2号中「第55条第1項」とあ

るのは「第149条において準用する第20条

第1項」と、同項第3号中「第67条」と

あるのは「第149条において準用する第90

条」と、同項第4号中「第75条第2項」
、

とあるのは「第149条において準用する第

75条第2項」と、同項第5号及び第6号

中「次条」とあるのは「第149条」と、第

91条中「第94条」とあるのは「第149条に

おいて準用する第94条」と、第叫条中

「前条」とあるのは「第149条において準

用する前条」とする。

条例(改正案)

第5節基準該当障害福祉サービス

に関する基準

第150条(略)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

関する特例)

第5節基準該当障害福祉サービス

に関する基準

第150条(略)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

関する特例)

24



第150条の2 次に掲げる要件を満たした指

定小規模多機能型居宅介護事業者又は指

定看護小規模多機能型居宅介護事業者が

地域において自立訓練(機能訓練)が提供

されていないこと等により自立訓練(機能

訓練)を受けることが困難な障害者に対し

て指定小規模多機能型居宅介護又は指定

看護小規模多機能型居宅介護のうち通い

サービスを提供する場合は、当該通いサー

ビスを基準該当自立訓練(機能訓練)と、

当該通いサービスを行う指定小規模多機

能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓

練(機能訓〒勅事業所とみなす。この場合

において、前条の規定は、当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等については適

用しない。

①当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所等の登録定員(当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所等の登録者の数とこの条

の規定により基準該当自立訓練(機能訓

練)とみなされる通いサービス、第97条の

規定により基準該当生活介護とみなされ

る通いサービス若しくは第160条の2の規

定により基準該当自立訓練(生活訓練)と

みなされる通いサービス又は県指定通所

支援基準条例第62条の2の規定により基

準該当児童発達支援とみなされる通いサ

ーピス若しくは県指定通所支援基準条例

第82条において準用する県指定通所支援

基準条例第62条の2の規定により基準該

当放課後等デイサービスとみなされる通

いサービスを利用するために当該指定小

条例(現行)

第150条の2

条例(改正案)

(略)

(1)当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所等の登録定員(当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所等の登録者の数とこの条

の規定により基準該当自立訓練(機能訓

練)とみなされる通いサービス、第97条の

規定により基準該当生活介護とみなされ

る通いサービス若しくは第160条の2の規

定により基準該当自立訓練(生活訓練)と

みなされる通いサービス又は県指定通所

支援基準条例第能条の2の規定により基

準該当児童発達支援とみなされる通いサ

ーピス若しくは県指定通所支援基準条例

第82条において準用する県指定通所支援

基準条例第62条の2の規定により基準該

当放課後等デイサービスとみなされる通

いサービスを利用するために当該指定小

25



条例(現行)

規模多機能型居宅介護事業所等に登録を

受げた障害者及び障害児の数の合計数の

上限をいう。以下この条において同じ。)

を29人(サテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所にあつては、18人)以下と

すること

条例(改正案)

規模多機能型居宅介護事業所等に登録を

受けた障害者及び障害児の数の合計数の

上限をいう。以下この条において同じ。)

を29人(サテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所又はサテライト型指定看

f
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風

条例(現行)

'

',

③~(5)

第151条(略)

(略)

' ヨ田

第9章自立訓練(生活訓練)

第152条自立訓練(生活訓%勅(省令第6

条の6第2号に規定する自立訓練(生活訓

〒刺をいう。以下同じ。)1こ係る指定障害

福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活

訓練)」という。)の事業は、利用者が自

立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、省令第6条の7第2号に規

条例(改正案)

▼

③~(5)

第151条(略)

定する者に対して、省令第6条の6第2号

' ヨ田,

(略)

に規定する期間にわたり生活能力の維持、

向上等のために必要な支援、訓練その他の

便宜を適切かつ効果的に行うものでなけ

れぱならない。

',

第9章自立訓練(生活訓練)

第巧2条自立訓練(生活訓練)(省令第6

条の6第2号に規定する自立訓練(生活訓

練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害

福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活

訓練)」という。)'の事業は、利用者が自

立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、省令第6条の6第2号に規

定する期間にわたり生活能力の維持、向上

等のために必要な支援、訓練その他の便宜

を適切かつ効果的に行うものでなけれぱ

ならない。

第153条~第158条(略)

(準用)

第159条第10条から第19条まで、第21条、

第24条、第29条、第37条から第42条ま

で、第43条の2、第59条から第62条ま

で、第68条、第70条から第72条まで、第

75条、第76条、第訟条から第94条まで、

第147条及び第148条の規定は、指定自立

訓練(生活訓練)の事業について準用す

27

丑二

第巧3条~第158条(略)

(準用)

第159条第10条から第19条まで、第21条、

第24条、第29条、第37条から第42条ま

で、第43条の2、第59条から第62条ま

で、第能条、第70条から第72条まで、第

75条、第76条、第87条の2から第94条ま

で、第147条及ぴ第148条の規定は、指定

自立訓練(生活訓練)の事業について準
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る。この場合において、第10条第1項中

「第32条」とあるのは「第巧9条において

準用する第91条」と、第21条第2項中

「次条第1項から第3項まで」とあるの

は「第157条第1項から第4項まで」と、

第24条第2項中「第22条第2項」とある

のは「第157条第2項」と、第59条第1項

中「次条第1項」とあるのは「第159条に

おいて準用する次条第1項」と、「療養介

護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓

ネ勅計画」と、第60条中「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練(生活司肺勅

計画」と、同条第8項中「6月」とある

のは「3月」と、第61条中「前条」とあ

るのは「第159条において準用する前条」

と、第91条中「第叫条」とあるのは「第

巧9条において準用する第94条」と、第94

条中「前条」とあるのは「第159条におい

て準用する前条」とする。

条例(現行)

用する。この場合において、第10条第1

項中「第32条」とあるのは「第159条にお

いて準用する第91条」と、第21条第2項

中「次条第1項から第3項まで」とある

のは「第157条第1項から第4項まで」

と、第24条第2項中「第22条第2項」と

あるのは「第157条第2項」と、第59条第

1項中「次条第1項」とあるのは「第159

条において準用する次条第1項」と、「療

養介護計画」とあるのは「自立訓練(生

活訓練)計画1と、第60条中「療養介護

計画」とあるのは「自立訓練(生活訓

練)計画」と、同条第8項中「6月」と

あるのは「3月」と、第61条中「前条」

とあるのは「第159条において準用する前

条」と、第91条中「第94条」とあるのは

「第159条において準用する第94条」と、

第94条中「前条」とあるのは「第159条に

おいて準用する前条」とする。

条例(改正案)

28

第5節基準該当障害福祉サービス

に関する基準

キ

第160条(略)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

関する特何D

第160条の2 次に掲げる要件を満たした指

定小規模多機能型居宅介護事業者又は指

定看護小規模多機能型居宅介護事業者が

地域において自立訓練(生活訓練)が提供

されていないこと等により自立訓練(生活

第5節基準該当障害福祉サービス

に関する基準

第160条(略)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

関する特例)

第160条の2 (略)



訓練)を受けることが困難な障害者に対し

て指定小規模多機能型居宅介護又は指定

看護小規模多機能型居宅介護のうち通い

サービスを提供する場合は、当該通いサー

ピスを基準該当自立訓練(生活訓練)と、

当該通いサービスを行う指定小規模多機

能型居宅介.護事業所等を基準該当自立訓

練(生活訓練)事業所とみなす。この場合

において、前条の規定は、当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等については適

用しない。

①当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所等の登録定員(当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の登録者の数と

この条の規定により基準該当自立訓練

(生活司1様勅とみなされる通いサービ

ス、第97条の規定により基準該当生活介

護とみなされる通いサービス若しくは

第150条の2の規定により基準該当自立

訓練(機能訓練)とみなされる通いサー

ビス又は県指定通所支援基準条例第能

条の2の規定により基準該当児童発達

支援とみなされる通いサービス若しく

は県指定通所支援基準条例第82条にお

いて準用する県指定通所支援基準条例

第62条の2の規定により基準該当放課

後等デイサービスとみなされる通いサ

ービスを利用するために当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所等に登録を

受けた障害者及び障害児の数の合計数

の上限をいう。以下この条において同

じ。)を29人(サテライト型指定小規模

条例(現行) 条例(改正案)

①当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所等の登録定員(当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の登録者の数と

この条の規定により基準該当自立訓練

(生活引1係勅とみなされる通いサービ

ス、第97条の規定により基準該当生活介

護とみなされる通いサービス若しくは

第150条の2の規定により基準該当自立

訓練(機能訓練)とみなされる通いサー

ビス又は県指定通所支援基準条例第62

条の2の規定により基準該当児童発達

支援とみなされる通いサービス若しく

は県指定通所支援基準条例第82条にお、

いて準用する県指定通所支援基準条例

第62条の2の規定により基準該当放課

後等デイサービスとみなされる通いサ

ービスを利用するために当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所等に登録を

受けた障害者及び障害児の数の合計数

の上限をいう。以下この条において同

じ。)を29人(サテライト型指定小規模

0

29



多機能型居宅介護事業所にあっては、18

人)以下とすること。

条例(現行)

゛

゛

'

'

'

多機能型居宅介護事業所又はサテライ

'

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護

条例(改正案)

'

事業所にあっては、18人)以下とするこ

と。
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(3)~⑤

条例(現行)

第161条(略)

(略)

第10章就労移行支援

第162条~第167条(略)

第4節運営に関する基準

(新設)

③~(励(略)

条例(改正案)

第161条(略)

第10章就労移行支援

第162条~第167条(略)

第168条~第171条(略)

(準用)

第172条第10条から第18条まで、第20条、

第21条、第24条、第29条、第37条から第42

条まで、第43条の2、第59条から第62条ま

で、第68条、第70条から第72条まで、第75

条から第刀条まで、第86条から第94条ま

で、第146条、第147条及び第157条の2の

規定は、指定就労移行支援の事業について

準用する。この場合において、第10条第1

項中「第32条」とあるのは「第172条にお

いて準用する第91条」と、第21条第2項中

「次条第1項」とあるのは「第172条にお

第4節運営に関する基準

(通勤のための訓練の実施)

第167条の2 指定就労移行支援事業者は、

利用者が自ら通常の事業所に通勤するこ

とができるよう、通勤のための訓練を実

施しなけれぱならない。

第168条~第171条(略)

(準用)

第172条第10条から第18条まで、第20条、

第21条、第24条、第29条、第37条から第42

条まで、第43条の2、第59条から第62条ま

で、第能条、第70条から第72条まで、第75

条から第刀条まで、第86条、第釘条、第88

条から第94条まで、第146条、第147条及び

第157条の2の規定は、指定就労移行支援

の事業について準用する。この場合におい

て、第10条第1項中「第32条」とあるのは

「第172条において準用する第91条」と、

第21条第2項中「次条第1項」とあるのは

31

゛

'



いて準用する第146条第1項」と、第24条

第2項中「第22条第2項」とあるのは「第

172条において準用する第146条第2項」

と、第59条第1項中「次条第1項」とある

のは「第172条において準用する次条第1

項」と、「療養介護計画」とあるのは「就

労移行支援計画」と、第60条中「療養介護

計画」とあるのは「京尤労移行支援計画」と、

同条第8項中「6月」とあるのは「3月」

と、第61条中「前条」とあるのは「第172条

において準用する前条」と、第刀条第2項

第1号中「第60条第1項」とあるのは「第

172条において準用する第60条第1項」と、

「療養介護計画」とあるのは「就労移行支

援計画」と、同項第2号中「第耶条第1工動

とあるのは「第172条において準用する第

20条第 1項」と、同項第3号中「第67条」

とあるのは「第172条において準用する第

90条」と、同項第4号中「第75条第2項」

とあるのは「第172条において準用する第

75条第2項」と.、同項第5号及び第6号中

「次条」とあるのは「第172条」と、第91条

中「第94条」とあるのは「第172条におい

て準用する第94条」と、第叫条中「前条」

とあるのは「第172条において準用する前

条」と、第157条の2第1項中「支給決定

障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及

び厚生労働大臣が定める者」とあるのは

「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める

者」と、同条第2項中「支給決定障害者(指

定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労

働大臣が定める者」とあるのは「支給決定

条例(現行)

「第172条において準用する第146条第 1

項」と、第24条第2項中「第22条第2項」

とあるのは「第172条において準用する第

146条第2項」と、第59条第1項中「次条

第リ貢」とあるのは「第172条において準

用する次条第1項」と、「療養介護計画」

とあるのは「就労移行支援計画」と、第60

条中「療養介護計画」とあるのは礁尤労移

行支援計画」と、同条第8項中「6月」と

あるのは「3月」と、第61条中「前条」と

あるのは「第172条において準用する前条」

と、第刀条第2項第1号中「第60条第1項」

とあるのは「第172条において準用する第

60条第U動と、「療養介護計画」とある

のは踵尤労移行支援計画」と、同項第2号

中「第55条第1項」とあるのは「第172条

において準用する第20条第1項」と、同項

第3号中「第67条」とあるのは「第172条

において準用する第90条」と、同項第4号

中「第75条第2項」とあるのは「第172条

において準用する第75条第2項」と、同項

第5号及び第6号中「次条」とあるのは「第

172条」と、第91条中「第94条」とあるのは

「第172条において準用する第94条」と、

第94条中「前条」とあるのは「第172条に

おいて準用する前条」と、第157条の2第

1項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立

訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定め

る者」とあるのは「支給決定障害者(厚生

労働大臣が定める者」と、同条第2項中「支

給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受け

る者及び厚生労働大臣が定める者」とある

条例(改正案)

32



障害者(厚生労働大臣が定める者」とする。

条例(現行)

第173条~194条(略)

律斤設)

(新設)

佛廂劣

のは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定

める者」とする。

条例(改正案)

第173条~194条(略)

第13章自立生活援助

第1節基本方針

第194条の2

福祉サービス(以下「指定自立生活援

助」という。)の事業は、利用者が地域

自立生活援助に係る指定障害

において自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、定期的な巡回

又は随時の通報を受けて行う訪問、当該

(新設)

利用者からの相談対応等により、当該利

用者の状況を把握し、必要な情報の提供

及ぴ助言その他の必要な支援が、保健、

(新設)

医療、福祉、就労支援、教育等の関係機

関との密接な連携の下で、当該利用者の

意向、適性、障害の特性その他の状況及

びその置かれている環境に応じて、適切

かつ効果的に行われるものでなけれぱな

らない。

第2節人員に関する基準

の員り二

飛のβ'.日

し所

^

無.'"日定

亀

つ

レ^
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条例(現行)

う。)_に次の各号に掲げる従業者の区分

に応じ、当該各号に定める員数の従業者

条例(改正案)

を置かなけれぱならない'

指定自立生活援助、Ia)L"地域生活支援員_

:W事業所ぜど1遍t'ql'以上!'
.1...、J ..'.- 1

<2)、-H一台ス管理責任者 指定自立,生活

→ jJJ.';'゛.

'援助事業所tとに、次のア又はイに掲、'

,'1 ゛、,

又はイに定める数

ア利用者の数が30以下

1イ.1 赳毘^」」Ξ^、
.者の数が30を超えて30又はその端数.i

34

J^^^^^^,冒,『■■

豊_,前垣第1号に規定する地域生活支援員'1
・,の員数の標準ぱ'、利用者の数が25又ばそ二
L-゛'. k .1".,..1]'、.一卓...

を増すごと佳1を加え.て得た数以上 1
.ノ

の端数を珸手念をi'iぞずる枦

'ー

'・'、,1'、'、、.・.,、.・"、"、、f・,'.、,●

室:1、.,第,1.項の利用著の数ぱ"前年度の平均..1
'稲をぎぢジ発疹修対新左徒1ビ定を画仟る嚇

(新設)

1以上

气マ〆→1'ぢ麺'!、ざ'以べ袋詩61゛罷1艾,・・、゛'武';:ニ゛;:、',{!叉、'イ"・γ鰯'二 J_'Tヤゞ'.小ゞ、ーー

'司■・・^^;石τミ^L'、1・11・、加'i': C・';、航,,';,、'ト"、 lt

塑宝冨軌頑k窺塾詠る礁ぜ自立生浩援鰯の灘
雨ル.・縛鰄熱豆美等ぎ轡J、爽ヒ朕'蚤璽;,喪莇事淑

俳雁鋤

卸、J、趣甚1堺罵':拠讐,1専、'、゛、鄭塗゛、、R,1。,'如.ーミ熱

俳斤設)

ゞ戸笈鞘容拶謬粛前言お叟類二支障が曝
゛f"WEシ号礼・1il"'.'ゞ匹、1 ,ゾ.゛冉ミ,,、・〆¥、、;J・.1、・名,'シ、" 1,1.・て1弓、・}ぷ,t鳥,・

,.,,...,,

(準用)

第194条の4 第52条の規定は、指定自立生

活援助の事業について準用する。

第3節設備に関する基準

第194条の5 指定自立生活援助事業者は、
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条例(現行)

(新設)

(棄斤設)

事業を行うために必要な広さの区画を有

するとともに、指定自立生活援助の提供

条例(改正案)

に必要な設備及び備品等を備えなけれぱ

ならない。

第4節運営に関する基準

(サービス管理責任者の責務)

第194条の6 サービス管理責任者は、第

194条の12において準用する第60条に規定

する業務のほか、次に掲げる業務を行う

ものとする。

①利用申込者の利用に際し、その者に

係る指定障害福祉サービス事業者等に

対する照会等により、その者の心身の

状況、当該指定自立生活援助事業所以

俳斤設)

外における指定障害福祉サービス等の

利用状況等を把握すること。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれて

いる環境等に照らし、利用者が地域に

おいて自立した日常生活又は社会生活

を継続して営むことができるよう必要

な支援を行うこと。

③他の従業者に対する技術指導及び助

言を行うこと。

N., J●,'J '●、、冒.■'1 鬼 J-.、

゛'喫.・イ,..・・ゞ1""瀞゛*翻嘉武戸讐
定_害."出・「怠久事、勲て電貰風謡{
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条例(現行)

佳斤設)

援施設又ぱ指定相談支援事業者(法第51

条の22第'1項に規定する指定相談支援事

条例(改正案)

業者をいう。)でなけれぱならない。

(定期的な訪問による支援)

第194条の8 指定自立生活援助事業者は、

おおむね週に1回以上、利用者の居宅を

訪問することにより、当該利用者の心身

(棄雁劣

の状況、その置かれている環境及び日常

生活全般の状況等の把握を行い、必要な

情報の提供及び助言並びに相談、指定障

害福祉サービス事業者等、医療機関等と

の連絡調整その他の障害者が地域におけ

る自立した日常生活又は社会生活を営む

ために必要な援助を行わなけれぱならな

い。

(随時の通報による支援等)

第194条の9 指定自立生活援助事業者は、

利用者からの通報があった場合には、速

やかに当該利用者の居宅への訪問等によ

る状況把握を行わなけれぱならない。

指定自立生活援助事業者は、前項の状

況把握を踏まえ、当該利用者の家族、当

該利用者が利用する指定障害福祉サービ

ス事業者等、医療機関その他の関係機関

等との連絡調整その他の必要な措置を適

切に講じなけれぱならない。

指定自立生活援助事業者は、利用者の

心身の状況及び障害の特性に応じ、適切

な方法により、当該利用者との常時の連

絡体制を確保しなけれぱならない。

36
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俳斤設)

条例(現行)

(運営規程)

第194条の10 指定自立生活援助事業者は、

条例(改正案)

指定自立生活援助事業所ごとに、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関

する運営規程を定めなけれぱならない。

60条第1項に規定する自立生活援助計

事業の目的及び運営の方針

従業者の職種、員数及び職務の内容

(新設)

営業日及び営業時間

指定自立生活援助の提供方法及び内

容並びに支給決定障害者から受領する

費用の種類及びその額

37

通常の事業の実施地域

事業の主たる対象とする障害の種類

を定めた場合には当該障害の種類

⑦虐待の防止のための措置に関する事

項

(8) その他事業の運営に関する重要事項

信己録の整備)

第194条の11 指定自立生活援助事業者は、

従業者、設備、備品及び会計に関する諸

記録を整備しなけれぱならない。

指定自立生活援助事業者は、利用者に

対する指定自立生活援助の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から5年間保存しなければならない。

(1)次条において準用する第20条第1項

に規定する提供した指定自立生活援助

に係る必要な記録事項

(2)次条において読み替えて準用する第

2
-

Φ
②
③
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⑥



条例(現行)

(新設)

(3)次条において準用する第30条に規定

条例(改正案)

する市町村への通知に係る記録

④次条において準用する第40条第2項

に規定する苦情の内容等の記録

⑤次条において準用する第41条第2項

に規定する事故の状況及び当該事故に

際して採った処置の記録

(準用)

第194条の12 第10条から第24条まで、第30

条、第34条から第42条まで、第43条の

2、第59条、第60条、第62条及び第68条

の規定は、指定自立生活援助の事業につ

いて準用する。この場合において、第10

第13章共同生活援助

第195条~第197条(略)

条第1項中「第32条」とあるのは「第194

条の12において準用する第194条の10」

信測樹

と、第21条第2項中「次条第 1項」とあ

第198条指定共同生活援助に係る共同生活

住居は、入所により日中及び夜間を通して

るのは「第194条の12において準用する次

条第1工動と、第60条中「療養介護計

画」とあるのは「自立生活援助計画」

サービスを提供する施設又は病院とは独

と、同条第8項中「6月」とあるのは

「3月」とする。

第14章共同生活援助

第195条~第197条(略)

第198条指定共同生活援助に係る共同生活

住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用

者の家族や地域住民との交流の機会が確

38
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立した建物とし、住宅地又は住宅地と同程

度に利用者の家族及び地域住民との交流

の機会が確保される地域にあるようにし

条例(現行)

なけれぱならない。

(略)2~ 9

第198条の2~第198条の6 (略)

保される地域にあり、かつ、入所により日

中及び夜間を通してサービスを提供する

条例(改正案)

(介護及び家事等)

第199条(略)

2 (略)

3'上指定共同生活援助.事業者は、その利用者

施設(以下「入所施設」という。)又は病

院の敷地外にあるようにしなけれぱなら

ない。ただし、市長が特に必要があると認

(この節の趣旨)

めるときは、指定共同生活援助に係る共同

心億対■で'利用者φ負担信よりJ.当該指定
一契向告活毎圃叉竃金φ徒条者以.外φ煮.1i
1■1五護文ほ琴患¥曾顎玉ぎ辻蓑iキ五§
ゞシ t公じ、式:1;t 1熟"、●ヤ・;'1.?'1{:ニ、、、,.、'、;Pヤ・、%、コ・寸?,・、、・、."'「".斈"、、1
ー^.、',二L:ニ'Ξ:含^"」=ーー,^,T-^、'ニ=ー^^'ーーー'ー^

生活住居は、当該地域にあり、かつ、入所

39

施設又は病院の敷地内にある独立した建

物とすることができる。

(略)2~ 9

第198条の2~第198条の6 (略)

第199条の2~第201条(略)

(介護及び家事等)

第199条(略)

(新設)

2 (略)

13 指定共同生活援助事業者は、その利用者

に対しで;当該利用者の負担にょり、.当該
J I,゛、-11^「,゛1..、'1」...'甲.、....、,,.互'.'..i 討

指走共向坐活援助事業所φ従業者以外φ1
者仁灣る介謹叉ほ家事等^章畢1
動苫もぞ穂穫ぎ乳る介護戈ぼ象事ゞを際

俳斤設)

'さシ琴ゞ゛轟誠鄭・・゛"ーヂぶ武ヂ"、゛',ナ緑N之",

第199条の2~第201条(略)

第5節日中サービス支援型指定共

同生活援助の事業の基本方針並びに

1 、

人員、設備及び運営に関する基準

第1款この節の趣旨及び基本方針



(辛雁受)

条例(現行)

第201条の2 第1節から前節までの規定に

かかわらず、日中サービス支援型指定共

条例(改正案)

同生活援助(指定共同生活援助であっ

て、当該指定共同生活援助に係る指定共

同生活援助事業所の従業者により、常時

介護を要する者に対して、常時の支援体

(辛雁受)

制を確保した上で行われる入浴、排せ

つ、食事の介護その他の日常生活上の援

助をいう。以下同じ。)の事業を行う者

(以下「日中サービス支援型指定共同生

活援助事業者」という。)の基本方針並

びに人員、設備及ぴ運営に関する基準に

つぃては、この節に定めるところによ

る。

(基本方針)

第201条の 3

生活援助の事業は、常時の支援体制を確

佳斤設)

保することにより、利用者が地域におい

●^"^寵欝冷^郵'誠

日中サービス支援型指定共同

て、家庭的な環境及ぴ地域住民との交流

の下で自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、当該利用者の身

体及び精神の状況並びにその置かれてい

る環境に応じて共同生活住居において相

談、入浴、排せつ又は食事の介護その他

の日常生活上の援助を適切かつ効果的に

行うものでなけれぱならない。

第2款人員に関する基準

、、・'N'光,・・'゛ー{'負*",,ル・゛・".,隈・越i繼議1,島"'硫
..L .ーーー、゛、ーニ〆'、冒J .、-L...「弓゛弔':..'.畔.J V.゛耳一,.、' E.畔一゛fl
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条例(現行)
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'共同生活援助事業所ごとに、常勤換算

、,

' 5で除

、,゛'% E

生活援助事業者は、日中サービス支援型

1」

指定共同生活援助の事業を行う事業所

条例(改正案)

『

(以下「日中サービス支援型指定共同生

活援助事業所↓、という。),.に次の各号に_

掲げる従業者の区分仁応じ薪当該各号仁.11

'1

J

_トー゛呼〒...,コノ.',.

定める員数の従条者.を置かなけれぱなら、.ブ;

)

ト 1

、' 4

」、、γ1

゛1

晶:電

1用,の

ーー

.イf

ない。

-1(1)"、世話人・夜問及ぴ深夜の時問山以外

"'、司

盾

,淳すや琴

池条ぢ電規

利用、の

)、'1生活支援貪.'、、夜問及ぴ;

'区

議"'

,.'J..

1 の時間帯における日中サービス支援型

り.

轟r

2

指定共同生活援助の提供に当たる世話

事

人の総数は、日中サ」ピス支援型指定

.、ー
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条例(現行)

虻 J昆● '、1 言',ー
」

<3)サービス管理責任者日中サービス

で除して得た数

条例(改正案)

支援型指定共同生活援助事業所ごと

に、、次のア又はイに掲げる利用者の、数、

の区分に応じじ当該ア又ぱイに定める・1

利用者の数が30以下

利用者の数が31以上

者の数が30を超えて30又はその端数

12 前項に規定する日中サフビス支援型指

を増すごとに1を加えて得た数以上

定共同生活援助の従業者のほか、共同生

、

活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を

1以上" 1

1 に、利用 1

通じて'1.以上の夜問支援従事者(夜問及

ゾ

び深夜の時間帯に勤務.(宿直勤務を除

<" 1
■^

)i、を行う世三舌人又は生活支援員をい

う、...)を置くものとする'
『゛

3

二値,笹,する太ただUご薪た1ι指定を受げる弐

弔 1 条1'項め利用者め数ぱイ前年度の平均

."J;,^冨^』'.、J.",.lf..¥ξコ..rlr.゛..'

本,ン蟹至垣及赤条ゼ頑稔窺定す二ぢ白,革涯羔、1
十コ:,ξ」3四」、W、'、^」゛、、冒.'.た二'・.' 1弔プ゛;゛、J ,'_.1..、,:、イ.・."、ーユ'.,..毛、1、、'゛十.「ヲ'、"、ヨ.i-n τケ竜

'」

.゛、rJ 、旦

事t難一1ぢ目._、、弓・1ご途ズ生援型指急兵伺壁,
"・,"、¥、弧.;、 1:?、"A".、益.L '菖,ー゛:N4女._、ι:1・(風1""":マ.'t:子#勺. V;'ι.、))

き'活援助事業所の職務に従事Jる でなけ

' 1 '

、t乳治t美、ナ§い武だ発膨'.利用署み支緩1会1
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支援型.指定

M ゛:、心゛。・_

備欝智メ1.睦11

.ー"一鬼゛'゛」

同生活援助籌笈業あ.,
;"'常'でな出.ぱ,a、ちら

毛.ニ'直轡ι・'.既§、会.,エ・、秀ン●・辞1電;曳、1、1
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俳雁剥

条例(現行)

(新設)

ほ乕受)

第201条の5 第197条の規定は、日中サー

ビス支援型指定共同生活援助の事業につ

条例(改正案)

いて準用する。

第3款設備に関する基準

第201条の 6

生活援助に係る共同生活住居は、住宅地

又は住宅地と同程度に利用者の家族や地

日中サービス支援型指定共同

域住民との交流の機会が確保される地域

にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地

外にあるようにしなけれぱならない。た

だし、市長が特に必要があると認めると

きは、日中サービス支援型指定共同生活

援助に係る共同生活住居は、当該地域に

あり、かつ、入所施設又は病院の敷地内

にある独立した建物とすることができ

る。

2日中サーピス支援型指定共同生活援助

τ一Ξ

事業所は、1以上の共同生活住居を有す

るものとし、当該共同生活住居の入居定

員の合計は4人以上とする。

共同生活住居の配置、構造及ぴ設備

は、利用者の特性仁応じて工夫されたも

のでなけれぱならない。
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'
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条例(現行) 条例(改正案)

゛

'〒

、.

匪

゛

胴

^

.

^

'

^

'

■

,

'

',

'弔

^

'゛

巨

'゛

置1

.

'イ

斗

"弔一.'ー"...ー..'、'.- T +●一... J "ー

窯談1●を設庁六H乳ぼナ、らナ元'ゞミ広'1ハJ

^

智

..

▼

^

..

ユニットには、居室及び居室に近接し

ー'

'

て設けられる相互に交流を図る二とがで

、,...',、.゛...直1一〒..'、ι、

きる設備を設けることとし、その基準

は、次のとおりとする。

①一の居室の定員は、1人とするこ

_/

と。ただし、利用者のサービス提供上

必要と認められる場合は、 2人とする

ことができる。
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俳斤設)

条例(現行)

(辛斤設)

僻雁到

第4款運営に関する基準

条例(改正案)

(実施主体)

第201条の7

生活援助事業者は、当該日中サービス支

援型指定共同生活援助と同時に第99条に

日中サービス支援型指定共同

規定する指定短期入所(第100条第1項に

規定する併設事業所又は同条第3項に規

定する単独型事業所に係るものに限

る。)を行うものとする。

(介護及び家事等)

第201条の8 介護は、利用者の身体及ぴ精

「-T-..,フ

神の状況に応じ、当該利用者の自立の支

援及び日常生活の充実に資するよう、適

切な技術をもって行わなけれぱならな

、事、

い

2 調理、洗濯その他の家事等は、原則と

、:、.!!之L訊゛1'?.'!'_

ば

.y1代

、

、

して利用者と従業者が共同で行うように

努めなけれぱならない。

¥『

゛

日中サービス支援型指定共同生活援助

事業者は、常時1人以上の従業者を介護

又は家事等に従事させなけれぱならな

゛

い。

}4ye'中サービス支援型指定,共同生活援助.'1
..17 '、、、"_π、冨' 1'1.ー'"一耳 1..凡、J■:t 、.'゛..、'.、、冒

臂蔓贄1'
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俳斤設)

条例(現行)

(社会生活上の便宜の供与等)

第201条の9日中サービス支援型指定共同

条例(改正案)

生活援助事業者は、利用者の身体及び精

神の状況又はその置かれている環境等に

応じて、利用者の意向に基づき、社会生

活上必要な支援を適切に行わなけれぱな

らない。

日中サービス支援型指定共同生活援助

事業者は、利用者について、特定相談支

援事業を行う者又は他の障害福祉サービ

スの事業を行う者等との連絡調整に努め

なけれぱならない。

日中サービス支援型指定共同生活援助

事業者は、利用者が日常生活を営む上で

必要な行政機関に対する手続等につい

ほ斤設)

て、その者又はその家族が行うことが困

難である場合は、その者の同意を得て代

わって行わなけれぱならない。

日中サービス支援型指定共同生活援助

事業者は、常に利用者の家族との連携を

図るとともに、利用者とその家族との交

流等の機会を確保するよう努めなけれぱ

ならない。

(協議の場の設置等)

第201条の10日中サービス支援型指定共同

生活援助事業者は、日中サービス支援型

指定共同生活援助の提供に当たっては、

法第89条の3第1項に規定する協議会そ

の他市長がこれに準ずるものとして特に

46
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条例(現行)

認めるもの(以下叶窃議会等」とい

う。)に対して定期的に日中サービス支

条例(改正案)

援型指定共同生活援助の事業の実施状況

(新設)

等を報告し、協議会等による評価を受け

るとともに、協議会等から必要な要望、

助言等を聴く機会を設けなけれぱならな

い。

2日中サービス支援型指定共同生活援助

47

事業者は、前項の報告、評価、要望、助

言等につぃての記録を整備しなけれぱな

らない。

(準用)

第201条の11 第10条、第12条、第13条、第

15条から第18条まで、第21条、第24条、

第29条、第37条から第42条まで、第43条

の 2、第55条、第60条、第62条、第能

条、第72条、第乃条から第刀条まで、第

90条、第92条、第94条、第157条の2、第

198条の2から第198条の6まで及び第199

条の3から第200条の4までの規定は、日

中サービス支援型指定共同生活援助の事

業について準用する。この場合におい

て、第10条第1項中「第32条」とあるの

は「第201条の11において準用する第199

条の3」と、第21条第2項中「次条第1

項」とあるのは「第201条の11において準

用する第198条の4第1項」と、第24条第

2項中「第22条第2項」とあるのは「第

201条の11において準用する第198条の4

第2項」と、第60条中「療養介護計画」

とあるのは「日中サービス支援型共同生



条例(現行)

活援助計画」と、第刀条第2項第1号中

「第60条」とあるのは「第201条の11にお

条例(改正案)

いて読み替えて準用する第60条」と、

「療養介護計画」とあるのは「日中サー

ビス支援型共同生活援助計画」と、同項

第2号中「第55条第1項」とあるのは

「第201条の11において準用する第55条第

1項」と、同項第3号中「第67条」とあ

るのは「第201条の11において準用する第

90条」と、同項第4号中「第75条第2

項」とあるのは「第201条の11において準

用ずる第75条第2項」と、同項第5号及

び第6号中「次条」とあるのは「第201条

のIU と、第94条中「前条の協力医療機

関」とあるのは「第201条の11において準

用する第200条の4第1項の協力医療機関

及び同条第2項の協力歯科医療機関」

と、第157条の2第1項中「支給決定障害

者住旨定宿泊型自立訓練を受ける者及び

厚生労働大臣が定める者に限る。」とあ

るのは「,支給決定障害者(入居前の体験

第5節外部サービス利用型指定共

同生活援助の事業の基本方針並びに

的な日中サービス支援型指定共同生活援

助を受けている者を除く。」と、同条第

2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自

立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定

める者を除く。」とあるのは「支給決定

障害者(入居前の体験的な日中サービス

支援型指定共同生活援助を受けている者

に限る。」とする。

第6節外部サービス利用型指定共

同生活援助の事業の基本方針並びに

48



人員、設備及び運営に関する基準

(この節の趣旨)

第201条の2 第1節から前節までの規定に

条例(現行)

かかわらず、外部サービス利用型指定共同

生活援助(指定共同生活援助であって、当

該指定共同生活援助に係る指定共同生活

援助事業所の従業者により行われる外部

サービス利用型共同生活援助計画(第201

条の12において準用する第60条に規定す

る外部サービス利用型共同生活援助計画

をいう。以下同じ。)の作成、相談その他

の日常生活上の援助(第201条の4第1項

人員、設備及ぴ運営に関する基準

条例(改正案)

(この節の趣旨)

において「基本サービス」という。)及び

当該指定共同生活援助に係る指定共同生

活援助事業者が委託する指定居宅介護事

業者(以下「受託居宅介護サービス事業者」

という。)により、当該外部サービス利用

型共伺生活援助計画に基づき行われる入

浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活

上の援助(以下「受託居宅介護サービス』

という。)をいう。以下同じ。)の事業を

行うものの基本方針並びに人員、設備及び

運営に関する基準については、この節に定

めるところによる。

第201条の12 第1節から第4節までの規定

にかかわらず、外部サービス利用型指定共

同生活援助住旨定共同生活援助であって、

当該指定共同生活援助に係る指定共同生

活援助事業所の従業者により行われる外

部サービス利用型共同生活援助計画(第

201条の22において準用する第60条に規定

する外部サービス利用型共同生活援助計

画をいう。以下同じ。)の作成、相談その

他の日常生活上の援助第201条の14第1項

において「基本サービス」という。)及び

当該指定共同生活援助に係る指定共同生

活援助事業者が委託する指定居宅介護事

業者(以下「受託居宅介護サービス事業者」

という。)1こより、当該外部サービス利用

型共同生活援助計画に基づき行われる入

浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活

上の援助(以下「受託居宅介護サービス」

という。)をいう。以下同じ。)の事業を

行うものの基本方針並びに人員、設備及び

運営に関する基準については、この節に定

めるところによる。

第201条の3.~第201条の6 (略)

第4款運営に関する基準

々1勾谷及11.手

第辺aPボ
^●^

の三'明及途商'ケ

第201条の13~第201条の16 (略)

第4款運営に関する基準

'ツ・、'、、""'1ン'?、.'1§1瓢1諸i曝
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生活援助事業者は、支給決定障害者等が外

部サーピス利用型指定共同生活援助の利

用の申込みを行つたときは、当該利用申込

:者1三係る障害の特性に応じた適切な配慮
、0-..',.弔 J-,ー.

第⑳t
,、..、、.、.、→".,'員一●..、..J ..武,1

条の・§住規定する運営規程の概要、従業者
、ー."、

の勤務体制、外部サービス利.用型指定共同、

生活援助事業者七受託居宅介護サ.十ビス,
,

事業者の業務の分担の内容、・受託居宅・介護

サービス事業者及び受託居宅介護サービ

ス事業者が受託居宅介護サービスの事業

を行う事業所く以・下「受託居宅介護サービ

ス事業所iという。)の名称その他の利用

申込者の"号ービスの選.択に資すると認め
;、、.

られる重要事項を記じた文書を交付して

条例(現行)

第12条、第13条、第15条から

条例(改正案)

(準用)

第201条の12

(準用)

第201条の22 第12条、第13条、第15条から

ス事業所」という。")の名称その他の利用

申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を記した文書を交付して
,ιIJ "..」.'゛1 』'1゛-f 、゛

、説明を行L丈.当該外部サ÷ビス利用型指宝
.、、■一.,,'、.i,...盲' J .『.」.'冒..J1ム,上,

_・共同生活援助φ提供φ開始長ついで当該
、.1'"利用市込者φ同急を得冠iナ叛イばならない凝

1,〔゛゛、'_ノ、',.,】. r'・..」'. JI.'、ぜ';'子.'ゴ...'",'ι'.,"

21・、1.小孔北'(略')譜"÷千'・'."'^.'γ・,・,臣、・',・"'ケ"、~'エ.・,':'・Jど..'t
.'^ニ」L』^,」一門"^L-.'ーーー'^ーーーー」^ニー、.ー,コ、^^^

第18条まで、第21条、第24条、第29条、弗

37条から第42条まで、第43条の2、第55条、

第60条、第62条、第能条、第72条、第75条

から第刀条まで、第90条、第92条、第94条、

第157条の 2、第198条の2から第199条の

2まで及び第200条の2から第200条の4

までの規定は、外部サービス利用型指定共

同生活援助の事業について準用する。この

第18条まで、第21条、第24条、第29条、第

37条から第42条まで、第43条の2、第55条、

第60条、第62条、第68条、第72条、第75条

から第刀条まで、第90条、第92条、第94条、

第157条の 2、第198条の 2から第199条の

2まで及び第200条の2から第200条の4

までの規定は、外部サービス利用型指定共

同生活援助の事業について準用する。この

50

1 生活援助事業者は、支給決定障害者等が外

・部サービス利用型指定共同生活援助の利

用の申込みを行つたときは、当該利用申込

者に係る障害の特性に応じた適切な配慮

をし.づつ、1当該利用申込者に対じ、第201'1
.」

条の19に規定する運営規程の概要、従業者
の勤務体制、外.部サ」ビス利用型指定共同

、

生活援助事業者と,受託居宅介護サービズ

事業者の業務の分担の内容、受託居宅介護

サーピス事業者及び受託居宅介護サービ

1 ス事業者が受託居宅介護サービスの事業

,を行う事業所.(以卞「受託居宅介護サフビ

用.....込、,.の'同.呈.
'...'

第201条の8~第201条の11 (略) 第201条の18~第201条の21(略)

、
定
談
゛
ー
'

日
;

当
一

.
な
,
上
;

ら
ご
J

つ
,
、

ス

れ
.
一

ヒ

始
:

■
「

:
 
1
ι
:
"
,
゛
゛

.
 
r
 
÷
、
^
一
,
・
:
^
,
,
:

サ

日
守
、
;
、

'
0
 
【
"

1
、
提

、
の
■
圏
一

当

助活

イ
、

.
、
生

を
,
,
同

明説
.
契
?
"
"
.

、
.
゛

,
ー
.
●
 
1
 
『

角

.
、



場合において、第21条第2項中「次条第1

項」とあるのは「第201条の12において準

用する第198条の4第 1項」と、第24条第

2項中「第22条第2項」とあるのは「第201

条の12において準用する第198条の4第2

項」と、第60条中「療養介護計画」とある

のは「外部サービス利用型共同生活援助計

画」と、第刀条第2項第1号中「第60条」

とあるのは「第201条の12において準用す

条例(現行)

る第60条」と、「療養介護計画」とあるの

は「外部サービス利用型共同生活援助計

画」と、同項第2号中「第郭条第1項」と

あるのは「第201条の12において準用する

場合において、第21条第2項中「次条第1

項」とあるのは「第201条の22において準

条例(改正案)

用する第198条の4第 1項」と、第24条第

2項中「第22条第2項」とあるのは「第201

条の22において準用する第198条の4第2

項」と、第60条中「療養介護計画」とある

のは「外部サービス利用型共同生活援助計

画」と、第刀条第2項第1号中「第60条」

とあるのは「第201条の22において準用す

第55条第 1項」と、同項第3号中「第67条」

とあるのは「第201条の12において準用す

る第90条」と、同項第4号中「第75条第2

項」とあるのは「第201条の12において準

用する第75条第2項」と、同項第5号及び

第6号中「次条」とあるのは「第201条の

]3」と、第94条中「前条の協力医療機関」

とあるのは「第201条の12におい.て準用す

る第60条」と、「療養介護計画」とあるの

は「外部サーピス利用型共同生活援助計

画」と、同項第2号中「第55条第1項」と

あるのは「第201条の22において準用する

る第200条の4第1項の協力医療機関及び

同条第2項の協力歯科医療機関」と、第157

条の2第1項中「支給決定障害者(指定宿

泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大

臣が定める者に限る。」とあるのは「支給

決定障害者(入居前の体験的な外部サービ

ス利用型指定共同生活援助を受けている

者を除く。」と、同条第2項中「支給決定

障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及

び厚生労働大臣が定める者を除く。」とあ

るのは「支給決定障害者(入居前の体験的

第55条第1項」と、同項第3号中「第67条」

とあるのは「第201条の22において準用す

る第90条」と、同項第4号中「第75条第2

項」とあるのは「第201条の22において準

用する第75条第2項」と、同項第5号及び

第6号中「次条」とあるのは「第201条の

22」と、第94条中「前条の協力医療機関」

とあるのは「第201条の22において準用す

る第200条の4第1項の協力医療機関及び

同条第2項の協力歯科医療機関」と、第157

条の2第1項中「支給決定障害者(指定宿

泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大

臣が定める者に限る。」とあるのは「支給

決定障害者(入居前の体験的な外部サービ

ス利用型指定共同生活援助を受けている

者を除く。」と、同条第2項中「支給決定

障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及

び厚生労働大臣が定める者を除く。」とあ

るのは「支給決定障害者(入居前の体験的
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な外部サービス利用型指定共同生活援助

を受けている者に限る。」と、第199条第

3項中「当該指定共同生活援助事業所の従

業者」とあるのは「当該外部サービス利用

型指定共同生活援助事業所及び受託居宅

介護サービス事業所の従業者」とする。

条例(現行)

第14章多機能型に関する特例

第202条・第2船条(略)

第巧章削除

第204条及び第205条

な外部サービス利用型指定共同生活援助

を受けている者に限る。」と、第199条第

3項中「当該指定共同生活援助事業所の従

業者」とあるのは「当該外部サービス利用

型指定共同生活援助事業所及び受託居宅

介護サービス事業所の従業者」とする。

条例(改正案)
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第16章離島その他の地域における

基準該当障害福祉サービスに関する

基準

削除

第206条~第210条(略)

第巧章多機能型に関する特例

第202条・第203条(略)

第17章、雑則第211条(略)

第16章削除

第204条及び第⑳5条

②長崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

(平成25年長崎市条例第5号)

(略)

第17章離島その他の地域における

基準該当障害福祉サービスに関する

基準

第1条~第5条

削除

第206条~第210条(略)

条例(現行)
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164号)第42条第1号に規定する福祉型障

害児入所施設を、いう。第10条において同

条例(現行)
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第11条~第脇条

③長崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25

年長崎市条例第6号)

条例(現行)

(略)

第 1条(略)

(定義)

第2条この条例における用語の意義は、次

項に定めるもののほか、法の定めるところ

による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

①利用者障害福祉サービスを利用す

る障害者をいう。

②常勤換算方法事業所の職員の勤務

延時問数を当該事業所において常勤の

職員が勤務すべき時間数で除すること

により、当該事業所の職員の員数を常勤

の職員の員数に換算する方法をいう。

③多機能型生活介護の事業、自立訓

練(機能訓練)(障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法

律施行規則(平成18年厚生労働省令第19

号。以下「省令」という。)第6条の6

第1号に規定する自立訓練(機能訓練)

をいう。以下同じ。)の事業、自立訓練

(生活訓練)(同条第2号に規定する自

立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)

の事業、就労移行支援の事業、就労継続

支援A型(省令第6条の10第1号に規定

する就労継続支援A型をいう。以下同

じ。)の事業及び就労継続支援B型(同

条例(現行)

第11条~第63条

条例(改正案)

(略)

第1条(略)

(定義)

第2条(略)

条例(改正案)

2 (略)

(1)・(2) (略)
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③多機能型生活介護の事業、自立訓

練(機能訓練)(障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法

律施行規則(平成18年厚生労働省令第19

号。以下「省令」という。)第6条の6

第1号に規定する自立訓練(機能訓練)

をいう。以下同じ。)の事業、自立訓練

(生活割1憐勅(同条第2号に規定する自

立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)

の事業、就労移行支援の事業、就労継続

支援A型(省令第6条の10第1号に規定

する就労継続支援A型をいう。以下同

じ。)の事業及び就労継続支援B型(同



条第2号に規定する就労継続支援B型を

いう。以下同じ。)の事業並びに児童発

達支援(児童福祉法(昭和22年法律第164

号)第6条の2の2第2項に規定する児

童発達支援をいう。)の事業、医療型児

童発達支援(同条第3項に規定する医療

型児童発達支援をいう。)の事業、放課

後等デイサービス(同条第4項に規定す

る放課後等デイサービスをいう。)の事

業及び保育所等訪問支援(同条第5項に

条例(現行)

規定する保育所等訪問支援をいう。)の

事業のうち2以上の事業を一体的に行

うこと(同法に規定する事業のみを行う

場合を除く。)をいう。

条第2号に規定する就労継続支援B型を

いう。以下同じ。)の事業並びに児童発

達支援(児童福祉法(昭和22年法律第164

号)第6条の2の2第2項に規定する児

童発達支援をいう。)の事業、医療型児

童発達支援(同条第3項に規定する医療

型児童発達支援をいう。)の事業、放課

後等デイサービス(同条第4項に規定す

る放課後等デイサービスをいう。)の事

業、居宅訪問型児童発達支援(同条第5

条例(改正案)

第3条~第32条の2 (略)

第3章生活介護

第33条~第"条(略)

項に規定する居宅訪問型児童発達支援

をいう。)の事業及び保育所等訪問支援

(新設)

(同条第6項に規定する保育所等訪問

支援をいう。)の事業のうち2以上の事

業を一体的に行うこと(同法に規定する

事業のみを行う場合を除く。)をいう。

第3条~第32条の2 (略)

第3章生活介護

第33条~第44条(略)

(職場への定着のための支援の実施)

第44条の2 生活介護事業者は、障害者の

職場への定着を促進するため、当該生活

介護事業者が提供する生活介護を受けて

通常の事業所に新たに雇用された障害者

について、障害者就業・生活支援センタ

一等の関係機関と連携して、当該障害者

が就職した日から6月以上、職業生活に

おける相談等の支援の継続に努めなけれ

ぱならない。
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,、

第45条~第50条(略)

条例(現行)

第4章自立訓練(機能訓練)

(基本方針)

第51条.自立訓練(機能司絲東)の事業は、利

用者が自立した日常生活又は社会生活を

ーむことができるよう、省令第6条の7第

1号に規定する者に対して、省令第6条の

6第1号に規定する期間にわたり、身体機

能又は生活能力の維持、向上等のために必

要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的

に行うものでなけれぱならない。

第45条~第50条(略)

条例(改正案)

第52条~第54条(略)

第4章自立訓練(機能訓練)

(基本方針)

第51条自立訓練(機能司1様東)の事業は、

利用者が自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、省令第6条の

6第1号に規定する期間にわたり、身体

機能又は生活能力の維持、向上等のため

に必要な訓練その他の便宜を適切かつ効

果的に行うものでなけれぱならない。

(準用)

第55条第8条、第9条、第13条から第19条

まで、第24条から第26条まで、第28条から

第32条の2まで、第34条から第38条まで、

第40条、第41条及び第45条から第49条まで

の規定は、自立訓練(機能訓練)の事業に

つぃて準用する。この場合において、第9

条第2項第1号中「第17条第1項」とある

のは「第55条において準用する第17条第1

項」と、「療養介護計画」とあるのは「自

立訓練(機能訓練)計画」と、同項第2号

中「第28条第2項」とあるのは「第砺条に

おいて準用する第28条第2項」と、同項第

3号中「第30条第2項」とあるのは「第55

条において準用する第30条第2項」と、同

項第4号中「第32条第2項」とあるのは「第

55条において準用する第32条第2項」と、

第16条第1項中「次条第1項」とあるのは

第52条~第54条(略)

(準用)

第砧条第8条、第9条、第13条から第19

条まで、第24条から第26条まで、第28条

から第32条の2まで、第34条から第38条

まで、第40条、第41条及び第"条の2か

ら第49条までの規定は、自立訓練(機能

訓練)の事業について準用する。この場

合において、第9条第2項第1号中「第

17条第 1項」とあるのは「第55条におい

て準用する第17条第1工動と、「療養介

護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓

練)計画」と、同項第2号中「第28条第

2項」とあるのは「第邪条において準用

する第28条第2項」と、同項第3号中

「第30条第2項」とあるのは「第55条に

おいて準用する第30条第2項」と、同項

第4号中「第32条第2項」とあるのは

「第郭条において準用する第32条第2
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「第砧条において準用する次条第1項」

と、第17条中「療養介護計画」とあるのは

「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第

8項中「6月」とあるのは「3月」と、第

18条中「前条」とあるのは「第55条におい

て準用する前条」とする。

条例(現行)

第5章自立訓練(生活訓練)

(基本方針)

第56条.自立訓練(生活訓練)の事業は、利

用者が自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、省令第6条の7第

項」と、第16条第 1項中「次条第1項」

とあるのは「第郭条において準用する次

条第リ動と、第17条中「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練(機能乱1様東)

計画」と、同条第8項中「6月」とある

のは「3月」と、第18条中「前条」とあ

るのは「第鶚条において準用する前条」

とする。

条例(改正案)

2号に規定する者に対して、省令第6条の

6第2号に規定する期間にわたり、生活能

力の維持、向上等のために必要な支援、訓

練その他の便宜を適切かつ効果的に行う

ものでなけれぱならない。

第57条~第59条(略)

第5章自立訓練(生活訓練)

(基本方針)

第56条自立訓練(生活訓練)の事業は、

利用者が自立した日常生活又は社会生活

を営む'ことができるよう、省令第6条の

6第2号に規定する期間にわたり、生活

能力の維持、向上等のために必要な支

援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的

に行うものでなけれぱならない。

(準用)

弟60^弟8条、弼9^、弟13条力、ら第19条

まで、第24条から第26条まで、第28条から

第32条の2まで、第34条から第36条まで、

第40条、第41条、第45条から第49条まで、

第脇条及び第54条の規定は、自立訓練(生

活訓練)の事業について準用する。この場

合において、第9条第2項第1号中「第17

条第1項」とあるのは「第60条において準

用する第17条第1項」と、「療養介護計画」

とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」

第57条~第59条(略)

57

(準用)

第60条第8条、第9条、第13条から第19

条まで、第24条から第26条まで、第28条

から第32条の2まで、第34条から第36条

まで、第40条、第41条、第44条の2から

第49条まで、第53条及び第54条の規定

は、自立訓練(生活訓練)の事業につい

て準用する。この場合において、第9条

第2項第1号中「第17条第1項」とある

のは「第60条において準用する第打条第

1工動と、「療養介護計画」とあるのは



と、同項第2号中「第28条第2項」とある

のは「第60条において準用する第28条第2

項」と、同項第3号中「第30条第2項」と

あるのは「第60条において準用する第30条

第2項」と、同項第4号中「第32条第2項」

とあるのは「第60条において準用する第32

条第2項」と、第16条第1項中「次条第1

項」とあるのは「第60条において準用する

次条第1項」と、第17条中「療養介護計画」

とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」

と、同条第8項中「6月」とあるのは「3

月」と、第18条中「前条」とあるのは「第

60条において準用する前条」と、第40条第

2項中「6人以上」とあるのは「宿泊型自

立訓練以外の自立訓練(生活訓練)1こつい

ては6人以上、宿泊型自立訓練については

10人以上」とする。

条例(現行)

「自立訓練(生活訓練)計画」と、同項

第2号中「第28条第2項」とあるのは

「第60条において準用する第28条第2

項」と、同項第3号中「第30条第2項」

とあるのは「第60条において準用する第

30条第2項」と、同項第4号中「第32条

第2項」とあるのは「第60条において準

用する第32条第2項」と、第16条第1項

中「次条第1項」とあるのは「第60条に

おいて準用する次条第1項」と、第17条

中「療養介護計画」とあるのは「自立訓

練(生活司1愉刺計画」と、同条第8項中

「6月」とあるのは「3月」と、第18条

中「前条」とあるのは「第60条において

準用する前条」と、第40条第2項中「6

人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以

外の自立訓練(生活訓練)については6

人以上、宿泊型自立訓練については10人

以上」とする。

条例(改正案)

第6章就労移行支援

第61条~第64条(略)

俳雁劣

第65条~第68条(略)

(準用)

第69条第8条、第9条、第13条から第19条

第6章就労移行支援

第61条~第64条(略)

(通勤のための訓練の実施)

第64条の2 就労移行支援事業者は、利用

者が自ら通常の事業所に通勤することが

できるよう、通勤のための訓練を実施しな

けれぱならない。

第価条~第能条(略)

(準用)

第69条第8条、第9条、第13条から第19条
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鳥

まで、第24条から第26条まで、第28条から

第32条の2まで、第34条から第38条まで、

第40条、第41条、第43条から第49条まで及

び第53条の規定は、就労移行支援の事業に

ついて準用する。この場合において、第9

条第2項第1号中「第17条第1項」とある

のは「第69条において準用する第17条第1

項」と、「療養介護計画」とあるのは「就

労移行支援計画」と、同項第2号中「第28

条第2項」とあるのは「第69条において準

用する第28条第2項」と、同項第3号中「第

30条第2項」とあるのは「第69条において

準用する第30条第2項」と、同項第4号中

「第32条第2項」とあるのは「第69条にお

いて準用する第32条第2項」と、第16条第

1項中「次条第1項」とあるのは「第69条

において準用する次条第1項」と、第17条

中「療養介護計画」とあるのは「就労移行

支援計画」と、同条第8項中「6月」とあ

るのは「3月」と、第18条中「前条』とあ

るのは「第69条において準用する前条」と、

第37条ただし書及び第40条第1項中「生活

介護事業所」とあるのは「就労移行支援事

業所(認定就労移行支援事業所を除く。)」

とする。

条例(現行)

まで、第24条から第26条まで、第28条から

第32条の2まで、第34条から第38条まで、

第40条、第41条、第43条、第44条、第45条

条例(改正案)

から第49条まで及び第53条の規定は、就労

移行支援の事業について準用する。この場

合において、第9条第2項第1号中「第17

条第1項」とあるのは「第69条において準

用する第17条第1項」と、「療養介護計画」

とあるのは「就労移行支援計画」と、同項

第2号中「第28条第2項」とあるのは「第

69条において準用する第28条第2項」と、

同項第3号中「第30条第2項」とあるのは

「第69条において準用する第30条第2項」

と、同項第4号中「第32条第2項」とある

のは「第69条において準用する第32条第2

項」と、第16条第 1項中「次条第 1項」と

あるのは「第69条において準用する次条第

1項」と、第17条中「療養介護計画」とあ

るのは「就労移行支援計画」と、同条第8

項中「6月」とあるのは「3月」と、第18

条中「前条」とあるのは「第69条において

準用する前条」と、第37条ただし書及ぴ第

40条第1項中「生活介護事業所」とあるの

は「就労移行支援事業所(認定就労移行支

援事業所を除く。)」とする。

第70条~第91条(略) 第70条~第91条(略)

59



(参考)今後予定されている条例改正

1 改正が必要な条例

長崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例(施行予定日:平成30年4月1日)

【関係法令】(施行予定日:平成30年4月1日)

①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

(平成30年3月中旬に改正予定)

②長崎県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例

(平成30年3月下旬に改正予定)

2 改正を予定している内容

(1)新たに創設される「京尤労定着支援」を提供する事業所の指定基準の制定

※下線部分が、 3月中旬に公布予定の障害者総合支援法施行規則において規定される内容

アサービスの概要

対象

就労移行支援、就労継続支援、生活介護又は自立訓練の利用を経て

一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課

題が生じている者

内容

イ指定基準の概要

(ア)基本方針

利用者が自立した生活を営むことができるよう、就労に向けた支援(京尤労移

行支援、就労継続支援、生活介護又は自立訓練)を受けて通常の事業所に新た

生活面の課題を把握し、企業や関係機関等との連絡調整や課題解決

に向けた支援(生活りズム、家計や体調の管理等)

に雇用された障害者に対して、一定期問(3年間)にわたり、当該事業所での

就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を

行う者及び医療機関等との連絡調整等の支援を行うものでなけれぱならない。

(イ)人員に関する基準

置くべき従業者(京尤労定着支援員、サービス管理責任者)及びその員数にっ

いて規定する。

60



(ウ)設備に関する基準

事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定就労定着支援の

提供に必要な設備及び備品等を備えなけれぱならない。

(エ)'運営に関する基準

a 実施主体

過去3年間において平均1人以上、通常の事業所へ新たに障害者を雇用さ

せている指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立

訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行.支援事業所、指定就労継続支援A型

事業所又は指定就労継続支援B型事業所でなけれぱならない。

b 職場への定着のための支援

利用者に対する支援内容に係る基準の制定(長崎市独自基準)

【義務】月1回以上(対面)

+

【努力義務】月1回以上(電話・メール

就職後

1月以内

市の基準案
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等による状況把握でも可)

【努力義務】月1回以上信"勗

+

【努力義務】月1回以上(電話・メール

※独自基準は、下線部分

【独自基準制定の理由】

就職直後の離職率が高いことから、定着に向けたきめ細かい支援を行うため。

等による状況把握でも可)

就職後

2月目以降

C サービス利用中に離職する者への支援

指定就労定着支援の提供期間中に雇用された通常の事業所を離職し、再就

職等を希望する利用者に対し、再就職のための支援等を行わなけれぱならな

い。

【義務】

月1回以上

(対面)

国の基準

就職後

【義務】

月1回以上

(対面)

【努力義務】

月1回以上

信肝勗

【努力義務】

月1回以上

信肝勗

利
用
者
と
の
調
整

事
業
所
と
の
調
整



(2)「多機能型」事業への「指定居宅訪問型児童発達支援の事業」の追加

複数の指定障害福祉サービス事業等を一体的に行う「多機能型」の事業の定

義に、平成30年4月1日から新たに創設され、「長崎県指定通所支援の事業等

の人員、設備及び運営の基準に関する条例」(3月下旬に改正予定)で規定され

る「指定居宅訪問型児童発達支援の事業」を追加するもの。
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